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新生涯学習制度における症例検討会

• 大きく分けて、２つの実施方法があります

①士会主催症例検討会

②士会承認症例検討会

• 神奈川県理学療法士会としては、「②士会承認症例検討
会」を積極的に実施していただきたいと考えています

• 令和４年度において、「①士会主催症例検討会」の開催は
各領域で１回ずつ予定しています

• 症例検討会は、１症例の検討時間として、質疑応答を含め
て30分以上となっていて、学会発表等での短時間のものは
認められません



士会承認症例検討会手続きの流れ

• 開催予定の症例検討会の承認を受けるためには、申請者
（座長）のマイページにて下記の申請手続きを踏む必要が
あります

• 注意事項等を確認したうえで、１～５の手続きをしてくだ
さい

1. 申請手続き

2. 登録メールでの申請登録の確認

3. 承認状況の確認（士会は週1回程度の頻度で承認）

4. 開催当日の受付方法（QR コードの表示等）

5. 履修登録の手続き（実施後速やかな対応）



申請前の確認事項
• 申請者である座長は登録理学療法士のみが可能です

• 事前申請→承認→開催となります

• 神奈川県士会では、

開催予定日の2週間前までの申請を受け付けます

• 同領域であれば１回の申請で複数名の症例検討をまとめて申請すること
は可能ですが、その場合、聴講者が取得できる単位は1/3コマとなります

申請パターンとコマ数 A B C D

座長人数 1名 複数名

領域
（運動器・神経・内部障
害）

1領域 複数領域 1領域

発表者 人数 1名 複数名

発表者 取得コマ数 1コマ 1コマ
（各発表者） －

聴講者 取得コマ数 1/3コマ －

備考 複数名の発表を聴講し
ても聴講者は1/3コマし
か取得できません

申請ができません
代表者の座長が申請してくだ
さい



A病院

１．士会承認症例検討会の申請方法





申請入力の画面
（全体）



申請入力の画面（上部1/3）

＊は必ず入力してください

任意の名称で作成してください
例）A病院院内症例検討会

Bブロック地区第1回症例検討会

セミナー概要の必須記載事項（神奈川申請用）
１）開催規模（院内または複数施設での開催かどうか）
２）発表者名とその発表タイトル
４）予定の聴講者数



＊も必ず入力してください

申請入力の画面（2/3）

必須項目です。
施設名または住所を記載してください



申請入力の画面（3/3）

もれなく入力したら、クリック

講義名＝セミナー名称



確認画面
間違えがないか確認して、最下部にある次
へをクリック

開催の詳細（PDF）を添付してください（任意）



士会承認症例検討会の申請

締め切り

神奈川ルールとして、開催日前2週間までに

申請をしたものを承認します



藤田 峰子 様

日頃から公益社団法人神奈川県理学療法士会の運営にご協力をいただき、ありがとうございます。
士会承認症例検討会の開催申請を受領しましたので、お知らせいたします。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
セミナー名称：第1回A病院症例検討会
開催日時：2022年05月07日 18:00 ～ 2022年05月07日 19:30
開催会場：A病院
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

本申請は公益社団法人神奈川県理学療法士会の承認手続きをもって、開催が承認されます。
承認結果は別途通知いたします。

尚、本メールは送信専用アドレスとなっております。
ご返信いただいても回答いたしかねますのでご了承ください。

公益社団法人神奈川県理学療法士会 事務局

2．登録メールへの通知（要確認）

【公益社団法人神奈川県理学療法士会】士会承認症例検討会 開催申請受領の
お知らせ

日本理学療法士協会 <information@japanpt.or.jp>

申請が確認ことを通知する連絡です
士会が承認しているというこではありません



3．承認状況の確認方法



• 承認日：週1回程度（ランダム）となります

• 開催予定日の2週間前までに申請を済ませてください

• 余裕をもった申請をお願いします

• 「申請中」→「承認」を確認してから開催してください。
• 内容に不備がある場合、「否認」されることがあります。



開催申請が「否認」された場合

•開催が「否認」された場合、何らか要件を満たし
ていない可能性があります

•否認メール内に否認理由の記載がありますのでご
確認ください

•記載のない時は士会へ直接お問い合わせください

•否認理由および開催要件を十分に確認し、再度申
請が行うか否かをご検討ください



4．当日の受付方法

• 座長のマイページから聴講者受付用の QR コードが取得できます。
当日、対面の受付時に QR コードを印刷もしくは自身のスマート
フォン等で表示させ、聴講者が読み取ることで、開催後の履修登録
が簡略化できます

• 迅速かつ正確な履修登録のため、読み取りが可能な対象者へはＱＲ
コード受付を推奨します



QR コードの表示手順



「承認」された症例検討会の「詳細」ボタンをクリック

ここをクリック



症例検討会当日の参加の管理は、画面上に表示された
QR コードを使用します

参加者がこのコードを読み取れるように
座長が対応してください



開催にあたっての注意事項

• 全般的な事項・セッション開始前までに、余裕をもって受付を開始
してください

• 参加者へも余裕をもった入室を行うよう周知してください

• 担当セッションの進行は予定時間内に終了できるようしてください

• 建設的なディスカッションが行えるようなコメントや質問を積極的
に取り入れてください

• 患者様の基本情報および症例の画像・動画に関しては、個人が特定
できないように発表者が配慮することを周知してください



• 有線接続または Wi－Fi（公共施設等の無料 Wi－Fi 等を除く）接続等は問わな

いが、使用する WEB システムの推奨環境を提示する等、安定したインター

ネット環境を用意するよう周知してください

• WEB システムへログインする際に名前欄に会員番号や氏名の入力を求める等、

座長が入退室管理のための参加状況を把握しやすい工夫を行うこと

• カメラをオンにして聴講するよう周知してください

• スライドを画面共有するなど、オンライン参加の聴講者にも発表内容が理解

できるように努めること

• 他者の発表、発言中はマイクをオフ（ミュート）にするように周知してくだ

さい

• 参加形式問わず質問は可能である旨を周知してください

• 双方向性が担保されていればその方法は主催者・座長が定めるものとする

オンライン開催（対面併用を含む）に関する

事項



5．履修登録の手続き

• 履修登録も座長（申請者）が行います

• 開催後、２週間以内に履修登録を行ってください（未登録の場
合、履修登録促進メールが協会から配信されます）

• 履修登録は1度のみ可能です

• 全員分をまとめて行ってください

• 登録後に内容を追加・修正することはできません

• 誤りがないか十分にご確認の上、登録を行ってください

• 誤りがあった場合、対象会員の履修状況に重大な影響を及ぼす
可能性があります

（例:前期または後期研修修了[登録理学療法士取得]の取消等）

• 万が一、誤った登録を行った場合、受講者本人および承認を受
けた士会へ速やかに連絡してください



【履修登録手順】

• マイページトップ画面から「生涯学習管理」→「症例検討
会申請状況確認」をクリックする



•履修登録を行いたい症例検討会の

「詳細」→「履修情報登録」をクリックする



【QR コードで受付の場合】

• 聴講者：自動的に「履修者一覧」に反映されていますので、確認をし

てください

• 発表者：自動的に「履修者一覧」に反映されますが、区分を必ず「発

表者」に選択し直してください（デフォルトは、「聴講者」）

• こちらの方が、履修登録の手続きが容易となっています（推奨）



【QR コード以外で受付の場合】

• 座長が下記の入力をしてください

• 対象者の「会員番号（数字８桁）」および「氏名（フリガナ）

（全角カタカナ）を入力し、「検索して追加」を選択し、該当者

がいた場合に「履修者一覧」に追加されます

• ※該当者がいない場合、会員登録情報と会員番号や氏名が相違し

ていない可能性があります。再度参加者の情報を確認してくださ

い。



• 区分から「発表者」もしくは「聴講者」を選び、履修登録
内容に相違がないか確認し、「次へ」をクリック

• ※登録は１開催につき１度限り、追加・修正はできませ
ん！十分にご確認ください

• 履修登録が完了となります



中止申請

• 下記に該当する場合、座長は神奈川県理学療法士会へ「中止申請」を

行ってください。

• 「中止申請」を受理した士会が中止の承認作業を行います。これも毎

月20日の承認となります。

【該当事由】

➀何らかの事情で承認を受けた症例検討会を中止する場合

②申請内容のうち、承認後に「変更不可」項目に変更があった場合

【中止申請方法】

• 座長は自身のマイページから必ず「開催中止」申請を行ってください。

• 士会で「中止申請」の承認作業が完了するまでは、再度開催申請をす

ることはできません

• 承認が完了すると申請者へメールが届きます



ご不明な点について

• 「新生涯学習制度」は、今年度から始まったばかりであり、神奈川県理学療
法士会としては、会員の皆様がスムーズに検討会を開催してもらえる方法を
検討中であります

• そのため、皆様にご迷惑をお掛けすることがあるかもしれません

• ご不明な点等ございましたら、神奈川県理学療法士会「お問合せフォーム」
にて、お問い合わせください（https://pt-kanagawa.or.jp/wp-
seminar/?contact）

• 症例検討会に関するQ＆Aは、日本理学療法士協会にも掲載されていますので、
そちらもご参考にしてください。

• 生涯学習制度に関する各種資料・マニュアル（PT協会HP）

https://www.japanpt.or.jp/pt/lifelonglearning/new/

• FAQ・お問い合わせ（生涯学習）（PT協会HP）

https://www.japanpt.or.jp/inquiry/faq/lifelonglearning/

• 新生涯学習制度の履修に関するご案内（神奈川県理学療法士会HP）

https://pt-kanagawa.or.jp/members/education/11392/

• 新生涯学習制度におけるQ＆A

https://pt-kanagawa.or.jp/wpt/wp-content/uploads/2022/05/syogaigakusyuFAQ.pdf

https://pt-kanagawa.or.jp/wp-seminar/?contact
https://www.japanpt.or.jp/pt/lifelonglearning/new/
https://www.japanpt.or.jp/inquiry/faq/lifelonglearning/
https://pt-kanagawa.or.jp/members/education/11392/

